
京都市立学校給食調理員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例（平成

３１年３月２８日京都市条例第   号）（教育委員会事務局総務部教職員人事課） 

  地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い，会計年度任用職員である給食調理員

の給与の種類及び基準を定める等の措置を講じることとしました。 

  この条例は，平成３２年４月１日から施行することとしました。 
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 京都市立学校給食調理員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を公

布する。 

  平成３１年３月２８日 

京都市長 門川 大作   

京都市条例第   号 

   京都市立学校給食調理員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する

条例 

 京都市立学校給食調理員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第３項中「前２項」を「前３項」に改め，同項を同条第４項とし，同条第２項中

「特殊勤務手当」の右に「，時間外勤務手当，宿日直手当，夜間勤務手当，休日勤務手当」

を加え，同項を同条第３項とし，同条第１項中「地方公務員法」の右に「（以下「法」とい

う。）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員である職員（以下「会計年度任用給

食調理員」という。）及び法」を加え，「宿直手当，日直手当」を「宿日直手当」に改め，

「夜間勤務手当」の右に「，休日勤務手当」を加え，同項の次に次の１項を加える。 

２ 会計年度任用給食調理員の給与は，給料，地域手当（法第２２条の２第１項第１号に

掲げる職員である給食調理員（以下「短時間勤務会計年度任用給食調理員」という。）

にあっては，これらに相当する報酬をいう。），通勤手当（短時間勤務会計年度任用給食

調理員にあっては，これに相当する費用弁償をいう。），特殊勤務手当，時間外勤務手当，

宿日直手当，夜間勤務手当，休日勤務手当（短時間勤務会計年度任用給食調理員にあっ

ては，これらに相当する報酬をいう。），期末手当及び退職手当とする。 

   附 則 

 この条例は，平成３２年４月１日から施行する。 

（教育委員会事務局総務部教職員人事課） 
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